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設計という仕事は？� 監理という仕事は？�

その他の業務には…�

私たちの業務報酬は?
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当協会は設立以来多くの会員事務所ともどもそ�

の理念と路線を保ち、一貫してご依頼の方々や�

社会への貢献を目指す活動を続けています。�

設計事務所（建築士事務所）�

★詳しくはホームページをご覧ください。 http//www.taaf.or.jp/

建物に関する相談は、専門家集団の�
私たちにお任せ下さい。�

私たちは、あなたの目です。あなたの耳です。あなたの声です。�
さらにあなたの頭脳であり、そしてあなたのこころです。�
私たちは、社団法人東京都建

築士事務所協会です。�

みなさんが住まいをはじめと

するいろいろな建物を新しく

建てようとする時、今ある建

物をこれからも大事に使い続

けていくために必要な手入れ

や修繕、あるいは暮しやすいように増改築などのリフォームを考

える時、地震や火災から建物を守ることや地域環境で心配な事柄、

建築工事のご契約や工事後の不具合などでお悩みの時。また、住

まいやまちづくりなどについてさまざまな疑問やご要望などが

ある場合。このような時、私たちを思い出してください。私たち

にご相談ください。きっとあなたの力になれます。きっとより良

い解決の糸口を見出すことができるはずです。私たちが専門家

として、あなた以上にあなたのために、あなたの立場に立って行

動するからです。�

私たちは、あなたの目です。�

なぜならば、私たちはあなたの目となって、

敷地や環境を見極めるからです。�

地盤の状態、日当たりや風の通り、湿気や

排水の具合、周囲の様々な要因を、あなた

に代わってプロの目で調べます。�

私たちは、あなたの耳です。�

なぜならば、私たちはあなたの耳となって、

あなたやあなたに関わりのある方々の希望

に耳を傾け、そればかりかあなた自身の気

持ちにも耳を傾けることができるからです。�

そして、私たちはあなたの声です。�

なぜならば、私たちはあなたに代わりあな

たの言葉としてあなたの気持ちを語ります。

それは、建物の目的や機能、安全や耐久性、

そして快適さや美しさ、まちなみとの調和、

そして予算等々、尽きることはありません。�

いろいろと迷うこと、様々なご希望の中で互

いに矛盾しあう条件や事柄を、私たちはあな

た自身の頭脳となって考え、あなたのこころ

となって最良の仕方を提案します。�

それが、私たちの仕事です。�

そしてそれが、設計という仕事です。�

良い設計を得るためには、都内各地でこうし

たことにいつも従事している私たちをまず訪

ねてみてください。良い設計者との出会いが

大切です。�

監理というあまり聞きなれない言葉があります。

よく管理と混同されます。これについても是非

知っていただきたいと思います。住まいやいろ

いろな建物の工事に入るまでには、たくさんの

道のりがあります。良い設計だけではなかなか

良い建物の工事はできません。良い設計に基づ

いて、それを適切で間違いのない仕方で工事を

行う、これが大切です。設計図などに照らし合

わせ、工事をきめ細やかにチェックしていくこと、

これが工事監理という仕事です。その点では現

場の工事を円滑に進めるための管理（マネージ

メント）とは異なっています。末永く用いる住ま

いなどの建物は、建設費が非常に高額であるに

も関わらず、どのようにつくられたのかを後か

ら確かめることは容易ではありません。見え難

いところほどしっかりとした専門家の目で、つ

くり方や材料などの一つ一つを確かめながら進

めていくことが大切です。それが安心につなが

り、快適さの源でもあり、健康的で環境への負

荷も少なくできる信頼のおける確実な道筋です。�

建築士法という法律があります。一定の規模・

構造の建物は建築士でなければ設計や監理は

できません。また、建築士であっても、知事

の下に建築士事務所としての登録を行ってい

なければ、設計や監理を業務として行うこと

ができません。（社）東京都建築士事務所協会

は、そうした建築士事務所からなる都内唯一

の公益法人です。�

設計料などの業務報酬は建物の用途・規模そ

の他によって異なります。また、お引受けす

る業務範囲と内容によっても異なります。ご

依頼になる前のご相談の際に、当協会会員設

計事務所で具体的にご確認ください。標準的

な算定例は当協会のホームページ（URLは下段

を参照してください）で掲載していますので、

詳しくはそちらをご覧下さい。�

建物設計や監理以外にも、次のような仕事を

私たちは行っています。�

・建物の耐震診断・補強提案や調査・鑑定。�
・住まいやその他の建物についての様々な相談
への対応。�

・新技術、新工法などに即応した研修会や法令
等の改訂に対応した講習会の開催など。�

・都、市区町村における行政との連携を高め、
まちづくりへの寄与や建築行政・都市計画

行政などへの貢献。�

・会員と会員事務所の業務の向上と顧客サービ
スの充実。�

住まい・まち・くらしの安全と安心を確かな

ものとし、快適な生活空間をかたちづくって

いくために、私たち建築士や会員事務所であ

る設計事務所は（社）東京都建築士事務所協

会に集い努力しています。�

基本設計� 実施設計� 完成�

良い設計者とのめぐり合い。�
夢をかたちにする第１歩です。�
�
�

設計者への信頼と確信を、契約という形�
でしっかりとかためましょう。�
�
�

あなたの夢の実現のため、もっとも基本�
的な条件と方向を探ります。�

工事の各段階・各内容を、プロの目で厳�
しくチェックします。�
�

様々な要素を織り込んで、周到な設計図�
をつくります。�

すべての工事が適切に完了したことを確�
認します。�
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設計監理�
委託契約�

工事と工事監理�

工事業者さん選びは？�

設計変更は？�

工事費のチェックは？�

材料や機器などの確認は？�



　建築士事務所協会は、法律の改正により、建築士法上に

その名称が明記された法定法人となりました。法定法人と

して本会に課せられた業務のあらましは次の通りです。これらは本会会員の建築士事務

所ばかりではなく、すべての建築士事務所を対象にしています。 

 

 1．建築士事務所協会は、建築主などの利益保護のために建築士事務所に対し必要な指
導・勧告その他を行う。 

 2．建築士事務所協会は、建築士事務所の業務遂行に関する建築主等からの苦情の解決
にあたる。 

 3．建築士事務所協会は、建築士事務所の開設者や所属建築士に対する研修を行う。 
 

　建築士事務所協会としてのこれらの新しい業務に加え、東京都建築士事務所協会には、 

従来東京都が所管していた建築士事務所の登録更新業務が移管され、建築士事務所が行な

う毎年の業務報告書の受付やその管理・閲覧等の業務も行なうことになりました。（＊1） 

　これらの新しい業務により、本会は今までの建築士事務所の運営の基盤的な中核を支

える役割とともに、建築主の利益の保護を図る活動を行う団体として、2009年新たな

スタートを切りました。 

　社団法人東京都建築士事務所協会（設立：昭和23年）を始め
各都道府県下に設立されている建築士事務所協会は、建築士事務

所登録を行った建築士事務所を会員としています。 

　これからも建築士法に定められた法定法人として、建築主等の

利益の保護と構成会員が遂行する業務の適正化、さらには防災安

全なまちづくりや均衡のとれた都市計画並びに環境整備や景観形

成への助言等を通じて、広く公益性を追求し社会的な貢献に尽く

してまいります。 

　今回の建築士法改正（＊2）により、建築士事務所の運

営や業務の適正化の促進、建築士事務所に業務を委託

する建築主の利益保護の拡大のために、法的に指定さ

れた法人（法定法人）（＊3）としての位置付けが、本会

を含む各都道府県建築士事務所協会に与えられること

になりました。 

社団法人　東京都建築士事務所協会 



　本会は建築士法27条の5に基づいて苦情解決の対応をします。こ
こでいう苦情とは、建築士事務所の業務（設計・工事監理等）の内
容に対する苦情を指しています。 
　建築士法では「建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から
建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、
申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の
開設者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。」（＊4）と
定められています。これは苦情の解決のために、会員・非会員の区別をすることなく、建
築士事務所協会は苦情の対象となった建築士事務所に対し、「迅速な処理」を求める権限
を持ち、建築主等の保護を図ることなどが課せられていることを意味します。 
　苦情の申出をされる建築主の方は、本会にご連絡下さい。折り返し本会から相談日をお
知らせしますので、お知らせした日にご来会下さい。本会では相談に応じ、調査助言し、
該当事務所へ迅速な処理を求めます。 
 
■ 係争中の案件等、苦情の内容により対応できない場合があります。 
詳しくは本会ホームページの下記の苦情の受付ページをご覧いただくか、本会事務局まで
お問合せ下さい。 
■ 苦情の受付ページ　　http://www.taaf.or.jp/ask/kaiketu.html

　建物の設計や工事の監理（＊5）という業務は、ごく小規模な

建物等、特別の場合を除いて、法律が定める建築士事務所（＊7）

登録を都道府県知事に行なった建築士事務所に所属する建築

士（＊6）のみが行なえる業務です。 

　建物の設計や工事監理を建築士事務所に依頼される場合、信

用信頼の証として本会の会員建築士事務所であることをお確

かめ下さい。 

＊1　登録センター：本会は東京都より建築士事務所の指定事務所登録機関の
指定を受けました。  

＊2　施行：平成21年1月5日です。 
＊3　法定法人：建築士法の第27条の二に規定されています。 
＊4　苦情の解決：同第27条の五に規定されています。 
＊5　監理：建築工事が設計とおり適正に行われているかどうかを確認する

こと。 
＊6　建築士：一級建築士・二級建築士・木造建築士、構造設計一級建築士・

設備設計一級建築士があります 
＊7　建築士事務所：一級建築士事務所・二級建築士事務所・木造建築士事務

所があります。 
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Tokyo Association of Architectural Firms
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